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第１章

方針の策定



１ 策定の目的

● 教育委員会では、平成26(2014)年に策定した「いたばし魅力ある学校づくりプラ

ン（以下、「魅力プラン」）」に基づき、学校施設の老朽化対策と学校の適正規

模・適正配置の視点を一体的に推進し、「魅力ある学校づくり」に取り組んできま

した(計画期間：平成28(2016)年～令和17(2035)年の20年間)。

● 魅力プランの策定以降、GIGAスクール構想による一人一台端末やICT教育環境の導

入、新学習指導要領の実施等によって、子どもたちを取り巻く教育環境は大きく変

化しており、「子どもたちが未来を切り拓くための資質・能力」をより一層、確実

に育成するため、教育内容の改善と教育環境の整備が求められています。

● このような状況を踏まえて、令和４(2022)年から約2年間にわたり、学識経験者や

区議会議員、PTA、地域・学校関係者などから構成される「いたばし魅力ある学校

づくり審議会」において、学校の適正規模・適正配置に関する基本的な考え方や具

体的方策について審議していただき、審議結果が答申されました（令和６(2024)

年４月）。

● この度、答申を十分に尊重したうえで、学校の適正規模・適正配置に関する考え方

や今後の進め方を示す「区立小中学校の適正規模及び適正配置に関する基本方針

（以下、「本方針」）」を策定しました。

● 引き続き、学校、保護者、地域・学校関係者の皆さまと共に、学校の適正規模・適

正配置を通して、子どもたちのより良い教育環境の実現に向けて全力で取り組んで

いきます。

２ 策定の背景

子どもたちを取り巻く教育環境や社会状況、
施設整備の重要性が大きく変化

▸ 35人学級編制

▸ GIGAスクール構想

▸ 小中一貫教育の推進

▸ 教職員の働き方改革

▸ 個別最適な学び・協働
的な学び

▸ 将来的な年少人口の
減少

▸ 大規模集合住宅の建設
による地域的・一時的
な児童・生徒数の増加

▸ 子どもたちが抱える課
題の複雑高度化

▸ 学校施設の老朽化対策

▸ 適正規模・適正配置
の視点

▸ 新しい学びを実現す
る学校施設

教育環境 社会状況 施設整備
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３ 方針の位置付け

４ 方針の方向性

「板橋区教育ビジョン」や「いたばし学び支援プラン」で示された、安心・安全な教育の推進

と学校環境の整備といった、区がめざす学校教育を推進するため、「魅力プラン」の後期10年間

（令和８(2026)年～令和17(2035)年）の取組を示す「いたばし魅力ある学校づくりプラン後期

計画（以下、「魅力プラン後期計画」）」を策定する予定です。

本方針は、「魅力プラン後期計画」を策定するにあたっての基礎となるものです。

基本構想

基本計画
↓

いたばし№1
実現プラン

↓
個別関連計画

教育ビジョン
↓

いたばし学び
支援プラン

区立小中学校の適正規模及び
適正配置に関する

基本方針【★本方針】

区立学校の適正規模及び適正配置
に関する答申（令和６年４月）

答申を最大限尊重し策定

いたばし魅力ある学校づくりプラン後期計画
（計画期間：令和８(2026)年～令和17(2035)年）

概略図

学校施設の老朽化対策と適正規模・適正配置の取組を引き続き進めな

がら、新しい時代の学びや子どもたちを取り巻く教育環境の複雑多様

化に対応することができる魅力ある学校づくりをめざします。

本方針が

めざすもの

適正規模・適正配置に関する考え方を再整理

審議会答申における新しい視点
⇒ 望ましい学校規模の見直し、ICT教育環境、小中一貫型学校、施設内容（バリアフ

リーやジェンダーレス、高層化改築）、不登校対策、特別支援教育、日本語指導、集約

化・複合化

板橋区立小・中学校の適正配置
に関する基本方針(H24）

将来を見据えた区立学校の施設整備と適正
規模・適正配置の一体的な推進のための

方針(H25）
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第２章

区立小中学校の現状
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区立小中学校の位置図と令和６年度の学級規模をアイコンで示しています。

１ 区立小中学校の位置

２ 児童・生徒数、学校数の推移

区内全体の児童・生徒数はピーク時と比較して約５割減となっていますが、学校数はピーク

時と比較して約１割減に留まり、児童・生徒数と学校数のバランスが課題となっています。

(人)

児童・生徒数及び学校数の推移

(校)S56 
59,428人

H17
30,400人

S58
81校

H30
73校

約5割減

約1割減
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３ 学校規模の推移

児童・生徒数のピーク時(小:S56,中:S60)は大規模校が多くありましたが、現在は適正規模

校が多くを占めています。また現在、一定数の過小規模・小規模校が存在しますが、小学校

における35人学級編制の実施により、学級数が横ばいとなる学校が多くなる見込みです。

小学校

中学校

過小規模校 小規模校 適正規模校 大規模校

学校規模の考え方

小→19以上
中→19以上

小→12～18
中→12～18

小→７～11
中→６～11

小→６以下

中→５以下
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４ 学校施設更新時期

区の学校施設は、昭和30年代から昭和40年代の児童・生徒数の急増に伴い、集中的に整備
が進められたため、数多くの学校が改築や改修等の更新時期を迎えています。

9 11
1

19

8

1 1 1
0

5

10

15

20

25

30

35

昭和30年代 昭和40年代 昭和50年代 平成10年代 平成20年代 令和元年代

改築・改修実施校（計画済含む） 改築・改修未計画校
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第３章

学校整備の基本的な
考え方



６．バリアフリー

１ 魅力ある学校施設

平成26(2014)年に策定した魅力プランでは、「魅力ある学校施設」を以下の６つの考え方
に整理しており、この考え方に沿って、学校施設の整備を進めていきます。

■ 多様な交流機会を生み出す場

２．生活・運動環境の充実

■ 体育施設の充実と屋外へ出やすい教室
配置

■ 防犯性・安全性の高い施設

■ 多様な学習形態に対応できる教育空間

１．教育環境の充実

■ 図書室を学校の中心に配置

■ きめ細かな特別支援教育を実現する施設

■ 小学校での放課後の子どもたちの居場所
（あいキッズ）

３．学校と地域の連携

■ 地域活動や学校と地域の連携を活性化
させる学校施設

■ 環境負荷の低減

４．環境への配慮

■ 木のぬくもりを感じる内装の木質化

■ エレベーターの設置や施設内外の段差
解消

■ だれでも使いやすい施設

■ 避難所機能の充実

５．災害に強い学校

■ 非構造部材の耐震化

■ 雨水貯留機能

■ 早期に学校機能を回復できる施設配置
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２ 施設更新と適正規模・適正配置の一体的推進

施設の老朽化対策の視点に加えて、ICT教育環境の充実や多様な学びのスタイルに対応し

た教育環境向上の視点を取り入れることで、多面的な整備を進めていきます。

整備計画の検討にあたっては、該当する学校だけでなく、周辺の学校も含めて検討を行

うことで、建築年度や施設の老朽化対策を基本としながら、将来の児童・生徒数の予測を

基に、学校規模や配置の適正化も重要な要件としています。

(1) 基本的な考え方

老朽化対策
適正規模
適正配置

新たな教育課題への対応を含めた総合的・多面的な整備

施設更新と適正規模・適正配置を一体的に推進することを目的とした魅力プラン（計画

期間：平成28(2016)年～令和17(2035)年)の前期10年間では、以下のとおり、各グルー

プを編成して学校整備を進めてきました。

(2) これまでの取組

「★」は、魅力プラン対象校ではないが、大規模集合住宅建設に伴う学級増による教室不足への対応

グループ編成 取組

第
一
期

A 向原中・上板橋第二中 統合(平成30年４月)･改築(令和４年４月)

B 板橋第十小 改築(令和２年９月)

C 板橋第九小 統合(合流)(平成30年４月)

第
二
期

D 上板橋第一中・上板橋第三中 改築(上板橋第一中)･維持改修(上板橋第三中)

E 志村小 改築(志村第四中との施設一体型小中一貫型学校)

第
三
期

F 向原小 改築(時期未定)

G 板橋第一中・板橋第五中 それぞれ改築(時期未定)

★ 板橋第四小・板橋第六小 増築(板橋第四小)・改築(板橋第六小)
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第４章

学校の適正規模・適正
配置の基本的な考え方



１ 学校規模による教育上の特性

学校毎の児童・生徒数や全学年の学級数といった学校の規模は、子どもたちの生活面や学
習面だけでなく学校運営にあたっても、様々な影響を及ぼします。

デメリット
小規模校

運
営
面

・一人ひとりに目が届きやすい

・人間関係が深まりやすい

・異学年交流が生まれやすい

・学校行事などで活躍機会が多い

学
習
生
活
面

・多様な考え方に触れる機会、学び合い
や切磋琢磨の機会が少ない

・学校行事や集団活動で制約が生じやすい

・多様な学習形態・指導体制が取りにくい

・人間関係が固定化しやすい

・教職員間の連携が図りやすい

・学校が一体となり活動しやすい

・特別教室や共用設備の利用調整
がしやすい

・教職員が少ないため教科や経験、特性等
の配置バランスがとりにくい

・教職員一人あたりの校務分掌が多い

・教員同士の相談や教科研究が行いにくい

メリット

大規模校

デメリット

・教職員相互の連絡調整が図りにくい

・特別教室や共用設備の利用調整がしにく
い

メリット

・多様な考え方に触れる機会、学
び合いや切磋琢磨の機会が多い

・学校行事や集団活動で多様な内
容になりやすい

・多様な学習形態・指導体制が取
りやすい

・人間関係の多様化による社会性・
協調性が育成されやすい

・教職員が多いため教科や経験、特
性等の配置バランスがとりやすい

・教職員一人あたりの校務分掌が少
なく、組織的に行いやすい

・教員同士の相談や教科研究が行い
やすい

運
営
面

学
習
生
活
面

・一人ひとりに目が届きにくい

・人間関係が希薄になりやすい

・集団に埋没し、個性を発揮しにくい

・学校行事などで活躍機会が設定しにくい

デメリット
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２ 適正規模

(1) 教育上望ましい規模

審議会による審議結果（答申）を踏まえて、「教育上望ましい規模」を見直します。

教育環境の充実を図るために、教職員の配置や学級編制基準の見直し等につ

いて、国や東京都に対して、機会を捉えて要望していきます。

見直した理由

▸ 学校教育法施行規則では、小・中学校いずれも12～18学級を標準としている

▸ 小学校では「35人学級編制」が導入済、中学校は「40人学級編制」だが、今後

中学校でも「35人学級編制」が導入される可能性を考慮する必要性がある

▸ 予算上の制約と制度面での課題により、区独自の少人数学級編制は困難である

▸ 学級人数に関わらず、教員以外の様々な人材の配置や授業展開の工夫等により、

個別最適な学びと協働的な学びの保障に向けて、取り組んでいる現状がある
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学校規模

小学校：12～18学級
中学校：12～15学級

小中学校ともに 12～18学級

１学級あたりの人数

小学校：20～30人
中学校：30～35人

明記しない
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一方で、適正規模から外れる学校では、規模に応じた適切な教育の提供・

充実に取り組んでいる。➡

ただし、学校規模が過大・過小になると、学校運営や学校教育への影響が

心配される。➡

とりわけ、全学年が単学級になる程度の過度な小規模化が進行している場

合は、学校が抱える課題に対して、施設整備や運営面等の工夫だけでは十

分な対応ができないことがある。

➡



通学距離の基準

(2) 適正規模化により期待される効果

人間関係

▸ クラス替えにより多くの友だちと交流、多様な人間関係の構築を促進

▸ 子ども同士の学び合いや関わり合いによる社会性や向上心の醸成

▸ 多くの友だちと切磋琢磨することによる人間性や協調性の育成

出会いが広がり豊かに成長

教育活動

▸ グループ学習や習熟度別学習など学習・指導形態の選択肢が増加

▸ 多様な考え方に触れ、切磋琢磨することによる資質・能力の向上

▸ 専科・教科教員の配置増による充実した教科指導の展開

ともに学ぶ環境が充実

学校運営

▸ 経験や専門性などを考慮したバランスの取れた教員配置

▸ 専科・教科教員の配置増による教員同士の研修環境

円滑な運営体制が確立

▸ 運動会や学習発表会などの学校行事に活気

▸ 校務分掌の分担による学校運営の効率化、子どもたちと向き合う時間
の確保
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３ 適正配置

学校の適正配置の取組を進めていくにあたって、①通学区域・通学距離 ②小中一貫型学校
③周辺の公共施設との複合化 の項目について検討を進めていきます。

(1) 通学区域・通学距離

通学区域の設定は、学校までの距離だけではなく、安全性や学校の適正規模、学びのエリアと

の整合等、様々な要因を踏まえて設定しています。

通学距離は小学校が1.0km、中学校が1.5kmを基本としながら、道路状況等を総合的に捉え

て弾力的に考えていくことが必要です。

小学校 １.０ｋｍ

中学校 １.５ｋｍ

（学校からの直線距離）

通学区域の検討にあたり考慮すべき要因

▸ 通学にあたっての安全性

▸ 通学距離

▸ 小中学校の通学区域の整合性

▸ 学校の適正規模化の実現 など
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(2) 小中一貫型学校

設置条件

小中一貫型学校は、小中一貫教育を推進する選択肢の一つであり、パイロット校として

その取組や効果を学びのエリア内や全区的に波及させる役割を担っています。

✔ 適正規模の学校
施設一体型小中一貫型学校となる学校は、それぞれが大規模ではないこと

✔ 十分な学習環境や活動環境を確保
校舎や校庭、屋内空間をはじめとする子どもたちが学び、活動するための十分な

環境を整備できること

✔ 通学区域が整合
義務教育９年間を通した学びのため、小学校の通学区域が中学校の通学区域に内

包されていること

設置する際の留意点

◆ 効果検証
区内1校目となる志村小・志村第四中の小中一貫型学校について、小中一貫型学

校としての効果や取組を検証していきます。

◆ 通学に係る安全性の確保
一貫校化により校舎の位置が変わるため、通学距離や通学時の安全性に留意して

検討していきます。

◆ 中学校への就学傾向
地域によって区立中学校への就学傾向が異なるため、一貫校化する小学校から中

学校への進学率などを踏まえて検討していきます。

(３)周辺の公共施設との複合化

将来的な人口減少の可能性や区全体としての公共施設の総量抑制を考慮し、複合化を検討する

際の必要な視点を整理しました。

①目的や効果の明確化 ②区長部局との連携

周辺にあることのみを理由に複合化する

のではなく、目的や期待される効果を明

確化したうえで検討することで、区民の

利便性向上に繋がります

複合化をするためには、部局を超えた連

携が求められます。長期的な視点に立

ち、各施設の状況などを踏まえて、検討

することでより効率的に施設整備を進め

ることができます

17
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第５章

適正規模・適正配置に
向けた取組



１ いたばし魅力ある学校づくりプラン後期計画の策定

(1) 整備対象校

「魅力プラン」の後期10年間の取組を示す魅力プラン後期計画に基づいて、施設の老朽化対策
と学校の適正規模・適正配置を一体的に進めていきます。
令和8(2026)年度から始まる後期計画では、以下の考え方に基づいて、整備対象校を決めてい
ます。

魅力プラン後期計画では、①昭和40年代に建設され、更新時期を迎えた学校のうち、改築や長
寿命化改修を行っていない学校、②過小規模化の進行により早急な対応を要する学校、③大規模
集合住宅建設によって児童・生徒数が増加し、対応が必要な学校を整備の対象とします。
一方で、整備対象となる学校数は、前期計画と比べても多くなる見込みであり、計画期間内で
効率的に整備を進めるため、整備時期の分散や整備手法を工夫しながら、改築や長寿命化改修を
実施していきます。

整備手法の工夫や整備時期の分散により、計画的に対応

(2) 学校施設整備の考え方

✔「学校施設はできるだけ長く使う」を基本
目標耐用年数（60～80年程度）を経過した学校を改築の対象とします

改築の際は、保護者や学校関係者、地域関係者による会議体で検討を進めます

✔ 長期にわたり安心安全に使用
学校を改築期まで安心安全に使用するため、以下の条件を満たす学校は、原則とし

て、長寿命化改修を行います。それにより、施設の不具合解消による耐久性の向上と
今日的課題に対する教育機能や教育環境の充実を図ります

長寿命化改修の実施条件

✓ 躯体状況が健全（長期使用が可能）

✓ 改修後、30～40年程度使用すること

✔ 複数の整備手法を組み合わせた計画
改築・長寿命化改修・維持改修を組み合わせた整備計画とすることで、学校施設の
安心・安全を確保しながら、財政負担の平準化や将来的な更新時期の分散を図ります

２５
対象

２５校
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✔ 計画的な維持改修を実施
長寿命化改修が適さない場合には、施設の劣化抑制や設備の更新による計画的な維

持改修を行うことで、改築期まで安心安全に学校を使用します

昭和40年代に建設
された学校

過小規模化が進行
している学校

児童・生徒数の増加に
より対応が必要な学校
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２ 改築期に合わせた適正規模化

(1) 基本的な考え方

第３章でお示ししたとおり、学校施設整備を考えるにあたっては、学校の老朽化対策と適
正規模・適正配置のそれぞれの視点を取り入れる必要があります。
加えて、板橋区基本計画2025で示した「公共施設等の整備に関する基本方針」に基づいた

「公共施設総量の抑制」の視点も取り入れ、学校を改築する際は、周辺校を含めた適正規模
化を検討していきます。

改築対象校の検討をするにあたっては、当該校だけではなく、周辺の学校の状況を踏まえ
て、適正規模化の実現に取り組みます。

20

周辺校を含めた検討により適正規模化を実現

改築D校 A校とB校を統合し改築

C校

♢A校またはB校の校地にD校を設置
♢通学距離等の事情によっては、A校や
B校の通学区域の一部をC校に分割

A校やB校の通学区域の一部を分割

改築期の小規模校
（または適正規模校）

改築期ではない適正規模校
（または小規模校）

改築期ではない適正規模校

A校

B校

C校

♢改築期を迎えたA校の改築計画に当た
り、隣接するB校・C校を含め検討

将来推計 通学区域 地域との協議 まちづくり

将来的な児童・生徒数
の推計を踏まえた、適
正規模化を目指します。

当該校及び周辺校の通
学区域の見直しを図り
ます。

地域との協議を行いな
がら、適正規模化を進
めていきます。

まちづくりや地区整備
計画との整合性を踏ま
えた検討を行います。

適正規模化実現のための検討項目

第
５
章

適
正
規
模
・
適
正
配
置
に
向
け
た
取
組



３ 過小規模校への対応

21

取組内容の決定

規模回復に
向けた取組を協議

✓５年以内に学級数が過小規模（小：6学級以下、中：5学級
以下）になることが予測される時
✓急激な児童・生徒数の減少が予測される時

情報共有

地域説明

学校独自の特徴的な取組（専門教育や体験活動、保幼小中
接続）など、ソフト面を軸に学校運営の方向性を協議し、
地域と一体となって取り組んでいく。

教育委員会より、年1回将来推計を全校に情報共有をするほ
か、随時学校や周辺状況などの情報共有を図っていく。

協議した結果もとに、教育委員会で方向性を決定
し、必要に応じて、地域や学校周辺の住民の方へ周知
及び今後の流れを説明していく。

【周知方法の例】
CS委員会、町会長会議 等

実施に当たっては、必ず期限を定め効果測定を行う。

実 施

【規模が回復した場合】
・継続して方策を実施していく。

効果測定

統合・再編協議会

取組を行わない
場合

規模回復
しなかった場合

取組を行う場合
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小学校：６学級108人未満 中学校：５学級100人未満

(1) 規模回復に向けた取組の流れ
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意見書の提出

地域説明

必要に応じて、地域や学校周辺の住民の方へ周知・説明を
行っていく。

【周知方法の例】
説明会、CS委員会、町会長会議 等

統合・再編準備委員会を設置し、実施に向けた検討を
行うほか、広報誌の作成や区のSNSなども活用し、在校
生、未就学児、地域住民等に幅広く周知を行っていく。

方策の決定

魅力プランの考え方に基づき、地域全体で今後のあり方
について検討し、意見書を提出する。

【設置の条件】
✓規模回復に向けた取組をせず、統合・再編の検討がされ
た時

✓ 小学校：６学級108人未満
中学校：５学級100人未満

【構成員】
学校関係者、PTA、CS委員、地域関係者 等

【具体的な内容】
統廃合に向けた協議、実施時期、通学区域 等

実 施

統合・再編
協議会

統合・再編
準備委員会

統合・再編に向けた具体的な準備を行う。

【構成員】
学校関係者、PTA、CS委員、地域関係者 等

【具体的な内容】
統合・再編後の学校運営に関すること（制服、体操着、
教材 等）、通学区域、跡地活用 等
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意見書の内容をもとに、教育委員会が方策を決定する。

(2) 統合・再編協議会設置の流れ



４ 過大規模校への対応
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方策の決定

内部検討開始

✓19学級以上になった時
✓学級規模の増加により、５年以内に教室不足が見込まれる時
✓300戸以上の大規模集合住宅の建築情報を得た時

実 施

情報共有

普通教室化へ向けた調整、増改築、限られたスペー
スでの工夫した運営方法、人員要求などハード面を
軸に運営における方向性を協議する。

教育委員会より、年1回将来推計を全校に情報共有をする
ほか、随時学校や周辺状況などの情報共有を図ってい
く。

必要に応じて地域や学校周辺の住民の方へ周知・説明を
行っていく。

【周知方法の例】
CS委員会、町会長会議 等

学区域内の児童・生徒の受入れに支障が生じないよう、
方策を実施していく。
実施に当たっては、必要に応じて適宜、進捗状況の説明
等を行っていく。

地域説明
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検討結果をもとに、教育委員会が方策を決定する。



第６章

新たな教育環境を
見据えた学校施設整備



１ 今日の学校教育を取り巻く様々な状況

個別最適な学びや協働的な学びの実現やICT教育のより一層の推進、日本語指導や特別な支
援が必要な児童・生徒や不登校児童・生徒の増加など、子どもたちを取り巻く教育環境は複
雑多様化しています。

子どもたちを取り巻く環境変化 学校施設に関する環境変化

■ 学びのスタイルの多様化

■ 不登校児童・生徒の増加

■ 日本語指導に対する需要の増加

■ 特別支援教育の重要性の高まり

■ 将来的な人口減少の可能性

■ 技術革新を見据えた着実な対応

■ 新たな学びへの対応

■ 災害拠点と学校運営の両立

■ 高層化改築

■ 地域とともにある学校

多様な視点を持ちながら学校施設整備に取り組む

(1) 環境変化の具体例

(1) 施設整備に求められる視点や考え方

２ 様々な環境変化への対応

学校施設の整備を進めていく中で、こうした様々な環境変化に適切に対応していくために
必要となる視点や考え方を整理します。

✔ 新たな教育環境に対応しやすい施設
これまでのような子どもたちが黒板に向かって授業を聞く形態だけではなく、学習用端
末を用いて様々な場所で、様々な人数による授業が展開されています。
そのため、学校全体を学びの場として捉え、フレキシブルな施設づくりが求められてい
ます。

✔ 将来的な児童・生徒数の減少を見据えた転用可能な施設
近年の出生数の減少から、将来的に児童・生徒数が減少していくことが見込まれていま
す。そのため、学校施設以外の用途への転用や減築などができるよう、設計段階から想定
しておくことが重要です。

✔ 学校の敷地面積や形状を踏まえた諸室の設置
学校敷地の広さや校舎の大きさは学校によって異なるため、確保できる学級数は異なり
ます。さらに、特別支援教育や不登校児童・生徒のための専用教室の必要性が高まってい
ること踏まえて、学校全体で各諸室の設置を考える必要があります。

25
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不登校児童・生徒に適切な学習環境を提供するため、居場所づくりをより一層充実させ
ていくことが重要です。加えて、不登校児童・生徒を生まないための学校環境を整備して
いく必要があります。

✔ 地域との連携
学校施設は学び舎としての機能に加えて、防災拠点や地域活動拠点としての役割もある
中で、これまでと同様に「地域とともにある学校」としての視点を踏まえることが重要
です。

✔ 学校を取り巻く状況と学校に求められる機能のバランス

昔の学校と今の学校を比較すると、新たな学びやバリアフリーなどの対応から、延べ床
面積は増加する傾向にあります。
一方で、区の学校敷地は、限られた面積であることから、必要な延べ床面積を捻出する
ためには、高層化改築も選択肢の一つと考えられます。

対象校A
高層化の選択区長部局と連携して

検討

総合的
に判断

長寿命化改修

改築

維持改修

方向性を決定するために必要な判断材料
児童生徒数の将来推計、学校の老朽度合い、

学校敷地、集合住宅建築計画、都市整備計画、

周辺の公共施設、近隣学校、財政状況 etc

26

防災拠点の役割 地域活動拠点の役割

日頃から学校と地域が連携した

訓練の実施や情報共有、避難所

運営と学校運営の両立。

地域開放部分と学校専用部分を

分けた施設管理による教職員の

負担軽減。

地域とともにある学校
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✔ 多様な居場所の充実


